
お知らせお知らせ
国
民
健
康
保
険
に
ご
加
入
の
方
へ

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
活
用
し
ま
し
ょ
う

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品（
後
発
医
薬
品
）

を
積
極
的
に
利
用
す
る
こ
と
で
、
薬
代
に

か
か
る
医
療
費
を
節
約
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
一
人
一
人
の
節
約
が
、
制
度
全
体

で
は
大
き
な
効
果
を
生
み
ま
す
。

●
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
は

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品（
後
発
医
薬
品
）

は
、
先
発
医
薬
品
に
比
べ
て
価
格
が
安
く

設
定
さ
れ
て
お
り
、
薬
代
の
負
担
が
軽
く

な
り
ま
す
。
ま
た
、
中
に
は
飲
み
や
す
く

な
る
よ
う
に
薬
の
大
き
さ
・
味
・
に
お
い

の
改
良
や
保
存
性
の
向
上
な
ど
、
よ
り
工

夫
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。

●
信
頼
で
き
る
薬
で
す

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
先
発
医
薬

品
と
同
様
の
安
全
基
準
を
満
た
し
、
厚
生

労
働
省
の
承
認
基
準
を
ク
リ
ア
し
て
い
る

信
頼
で
き
る
薬
で
す
。

●
ま
ず
は
お
医
者
さ
ん
に
相
談
を

全
て
の
薬
に
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
が

あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
医
療

用
医
薬
品
の
た
め
、
病
院
や
診
療
所
の
医

師
に
よ
る
処
方
箋
が
必
要
で
す
。
症
状
に

よ
っ
て
は
、
先
発
医
薬
品
を
使
用
し
た
方

が
い
い
と
医
師
が
判
断
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

●
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
差
額
通
知

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
使
用
し
た
場

合
、
1
カ
月
の
自
己
負
担
額
が
1
0
0

円
以
上
軽
減
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
方
を

対
象
に
、
参
考
と
し
て
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
に
関
す
る
お
知
ら
せ
」
を
送
付
し

て
い
ま
す
。
発
送
時
期
は
年
2
回
、
6
月

下
旬
（
4
月
診
療
分
）
と
12
月
下
旬
（
10

月
診
療
分
）
で
す
。

※
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
切
り
替
え

を
強
制
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
薬
に
よ
っ
て
は
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
へ
の
切
り
替
え
が
で
き
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

●
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
希
望
シ
ー
ル

皆
さ
ま
の
窓
口
負
担
を
節
約
で
き
る

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
利
用
を
促
進
す

る
た
め
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
切

り
替
え
の
意
思
を
手
軽
に
伝
え
る
こ
と

が
で
き
る
シ
ー
ル
を
配
布
し
て
い
ま
す
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
こ
の
シ
ー
ル
を
資
格
確
認
書
な
ど
に

貼
っ
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
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医
療
保
険
の
切
り
替
え
手
続
き

お
忘
れ
で
は
な
い
で
す
か

●
職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た
と
き
・
家
族

の
健
康
保
険
の
扶
養
か
ら
外
れ
た
と
き

職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
て
、
新
し
い

職
場
の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
す
る
ま
で

の
期
間
は
、
国
民
健
康
保
険
へ
の
加
入
手

続
き
が
必
要
で
す
。

・
申
請
に
必
要
な
物

①
健
康
保
険
資
格
喪
失
証
明
書

※
本
書
は
会
社
ま
た
は
健
康
保
険
組
合
か

ら
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
で

き
れ
ば
会
社
の
電
話
番
号
を
控
え
て
き

て
く
だ
さ
い
。

②
来
庁
者
の
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
）

●
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
と
き
・
家

族
の
健
康
保
険
の
扶
養
に
入
っ
た
と
き

現
在
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
方
で
、
他
の
保
険
（
職
場
の
健
康
保
険

な
ど
）
に
加
入
し
た
場
合
は
、
必
ず
届
け

出
て
く
だ
さ
い
。

・
申
請
に
必
要
な
物

①
新
し
い
保
険
が
分
か
る
物
（
職
場
の
健

康
保
険
資
格
確
認
書
な
ど
）

②
国
民
健
康
保
険
資
格
確
認
書
ま
た
は
資

格
情
報
の
お
知
ら
せ
（
返
却
の
た
め
）

③
来
庁
者
の
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
）

※
来
庁
者
が
同
一
世
帯
員
で
な
い
場
合

は
、
委
任
状
が
必
要
で
す
。

・
そ
の
他

他
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
後
、
医
療

機
関
で
誤
っ
て
国
民
健
康
保
険
を
使
用
し

て
診
療
を
受
け
た
場
合
、
国
民
健
康
保
険

か
ら
支
払
わ
れ
た
金
額
を
返
還
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。
他
の
健
康
保
険
に
加

入
し
、
新
し
い
資
格
確
認
書
ま
た
は
資
格

情
報
の
お
知
ら
せ
が
手
元
に
届
く
ま
で
の

間
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問

住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

調 

査

◆
◆
◆

令
和
8
年
（
2
0
2
6
年
）

経
済
セ
ン
サ
ス
‐
活
動
調
査

総
務
省
・
経
済
産
業
省
は
、
令
和
8
年

（
2
0
2
6
年
）
6
月
1
日
を
基
準
日
と

し
て
「
令
和
8
年
（
2
0
2
6
年
）
経

済
セ
ン
サ
ス
‐
活
動
調
査
」
を
実
施
し
ま

す
。
本
調
査
は
、
全
国
全
て
の
事
業
所
お

よ
び
企
業
（
個
人
事
業
主
を
含
む
）
を
対

象
と
す
る
、
統
計
法
に
基
づ
く
報
告
義
務

の
あ
る
重
要
な
統
計
調
査
で
す
。

4
月
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
用
の
調

査
書
類
が
郵
送
さ
れ
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
ご
回
答
を
お
願
い
し

ま
す
。

な
お
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
未
回
答
の

事
業
所
や
新
た
に
把
握
し
た
事
業
所
に

は
、
5
月
に
都
道
府
県
知
事
が
任
命
す
る

調
査
員
が
訪
問
し
、
紙
の
調
査
票
を
配
布

し
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
ご
回
答
い

た
だ
く
か
、
記
入
し
た
紙
の
調
査
票
を
調

査
員
へ
提
出
、
ま
た
は
市
町
村
へ
郵
送
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

調
査
へ
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

問

総
務
課
（
吉
備
庁
舎
）
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